
総 評 定 点 算 出 基 準

客観的要素判定基準
　客観的要素の評定は、建設業法第２７条の２３に定める建設業者の経営事項審査に基づいて行う。（評定に使用する値は、格付しようとする年度の前年度の入札参加資格審査申請時に提出された経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載されている種別ごとの総合評定値(P)とする。）
主観的要素判定基準
　主観的要素の評定は、次の項目について行う。
　格付け評価対象期間：前回格付けをした年度の４月１日から格付けをしようとする年度の前年度３月３１日までの期間（但し、信用度等の表中２～４については除く）
１　工事成績
(1)　格付け評価対象期間に完成した町発注の建設工事（以下「建設工事」という。）の工事成績により、次表のとおり区分して評定する。
　　　工事成績が、複数ある場合の評定点は、平均とする。工事成績がない場合の評定点は、０点とする。
　　　評定点は、四捨五入により整数とする。
  ○建設工事の種類：土木一式工事、建築一式工事
	工事成績
	優　秀
	良　好
	普　通
	やや不良
	不　良

	評定点
	２０
	１０
	０
	－１０
	－２０


(2)　前号の評定は、請負金額が一件３００万円以上の建設工事について行う。
　２　信用度等
	
	項　　　目
	評定点

	１
	格付け評価対象期間において入札参加資格停止措置を受けた者

	
	
	入札参加資格停止期間が１ヶ月に付き△５点。但し、下限は△１２０点とする。
１ヶ月未満は切り捨てとする。
	△120

	２
	暴力団排除　※１
代表者が公益財団法人奈良県暴力団追放県民センターが実施する不当要求防止責任者講習を受講した場合
	１０

	３
	 災害協定　※２
 三宅町と災害協定を締結している者
	２０

	４
	 技術職員数　※３
１級技術職員１名につき５点
２級技術職員１名につき２点
	上限
３０


　○上表において、評定点の前に△があるものは減点数、その他は加点数です。
　※１：格付しようとする年度の前年度の入札参加資格審査申請時に不当要求防止責任者講習受講済みを証する有効期間内にある書面の写しを提出した者。
　※２：格付しようとする年度の前年度の入札参加資格審査申請時に災害協定を証する有効期間内にある書面の写しを提出した者。

　※３：格付しようとする年度の前年度の入札参加資格審査申請時に提出された経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載されている種別ごとの技術職員数　　　　　　　

令和８・９年度の格付

町内業者の格付けについては、三宅町建設工事請負業者資格審査要領第９に基づき、次の格付け基準表により決定します。

格 付 け 基 準 表

	等級
	請負対象設計金額
	評定事項
	土木一式工事
	建築一式工事

	Ａ
	3,000万円以上
	総評定点

資本金

技術職員数
	９００点以上

4,000万以上

１級５名以上
	９００点以上

4,000万以上

１級５名以上

	Ｂ
	2,000万円以上4,000万円未満
	総評定点

資本金

技術職員数
	800点～899点

2,000万以上

１級２名以上
	800点～899点

2,000万以上

１級２名以上

	Ｃ
	1,500万円以上3,000万円未満
	総評定点

技術職員数
	700点～799点

２級２名以上
	700点～799点

２級２名以上

	Ｄ
	2,000万円未満
	総評定点

技術職員数


	600点～699点

２人以上

(２級以上の技術者１名以上を含む)
	699点以下

２人以上

(２級以上の技術者１名以上を含む)

	Ｅ
	1,000万円未満
	総評定点

技術職員数
	599点以下

技術職員数１人以上
	599点以下

技術職員数１人以上


【条件】
１．格付は、三宅町入札参加資格審査申請にて「町内建設業者、町内に営業所・支店を有する建設業者」として登録された業者に対し、客観的要素と主観的要素を評定し、それぞれの評定点を合計した総評定点及び特別評定事項を総合的に勘案して行う。
２．格付は、土木一式工事についてＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５等級、建築一式工事についてＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５等級に区分する。
３．客観的要素は、客観的要素判定基準（別紙）に基づき評定する。
４．主観的要素は、主観的要素判定基準（別紙）に基づき評定する。
５．特別評定事項は、次の項目とする。
(1)　資本金
(2)　技術職員数
(3)　その他、格付に必要と認める事項
６．有資格業者の格付は、土木一式工事、建築一式工事に限り行う。
７．有資格業者の格付に必要な資料は、次のとおりとする。
(1)　建設工事入札参加資格審査申請書
(2)  その他、必要と認めるもの （主観的要素判定基準の信用度等の２及び３を証する書類）
８．格付の有効期間は、格付を決定された日の翌日から起算し、２年後の格付が決定される日までとする。但し、中間年において格付する場合における有効期間は、先に定める期間の残余に限るものとする。

９．格付しようとする年度の前年度の入札参加資格審査申請時に提出された経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書に記載されている種別ごとの完成工事高が０の者は格付を行わない。
10．審査会で格付が決定された時は、建設工事入札参加資格業者名簿を作成し公表する。
-
-

